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女性のコーホート別累積出生率

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年
1980年 1985年

社会保障政策・第１２回 2

子育て世代への経済的支援（１人当たり月額）
１．児童手当
３歳未満 １０，０００円
３歳～小学生 第１・２子 ５，０００円 第３子以降 １０，０００円
所得制限あり

２．子ども手当
～中学生 １３，０００円
所得制限なし

３．扶養控除
国税３８万円，地方税３３万円を所得控除
限界税率国税１０％・地方税１０％なら，５，９１７円
限界税率国税４０％・地方税１０％なら，１５，４１７円

出生率への影響
・支援額を増やすと，出生率は上がるか？

欧州での研究では，出産のタイミングに影響を与えるが，完結出生児数には影響を
与えない，が通説。

・同じ支援額で，どの手段が効果があるか？
支援が継続することが重要と考えられる
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戦後は，年金が充実していなかったため，福祉が所得保障の役割を果
たしてきた

公的扶助で「生活」に必要なサービス給付をおこなう形で整備

例：障害者・高齢者福祉での医療給付

例：施設給付はホテル・コストに重点

需要に対し過小な供給を，応能原則負担で割り当て

所得保障の充実により，サービス保障と所得保障の分離が図られてい
る

例：介護保険の導入

例：医療・介護保険給付からホテル・コストの除外

所得保障とサービス保障が分離された体系では，

所得保障が完備されれば，サービス負担能力の問題はない

サービス負担は，応益負担になる（？）
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世界が５つの世帯でできていたら？

保育費用は２０万円とする

第３案

保育料２０万

低所得者無料

３０万

就業意思なし

E

３０万

１０万

D

３０万

３０万

C

（なし）

１０万

B

（なし）

３０万

A

第２案

保育料２０万

第１案

保育所無料

夫の所得

妻の所得（就業
すれば）


